
■
国
保
に
加
入
す
る
場
合　

　
退
職
な
ど
を
し
た
と
き
に
発
行
さ

れ
る
証
明
書
（
資
格
喪
失
連
絡
票
な

ど
）
で
日
付
を
確
認
し
、
国
保
加
入

の
手
続
き
を
し
ま
す
。

　
例
え
ば
「
職
場
の
健
康
保
険
な
ど

を
や
め
た
と
き
」
や
「
扶
養
か
ら
外

れ
た
と
き
」
で
、
次
の
必
要
種
類
を

ご
持
参
の
上
、
国
保
年
金
係
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①�

印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
は
不
可
）
、

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
証
明

書
（
資
格
喪
失
連
絡
票
な
ど
）

②�

世
帯
主
お
よ
び
国
保
に
加
入
す
る

方
の
個
人
番
号
が
分
か
る
も
の　

③�

60
歳
以
上
の
方
は
年
金
手
帳
な
ど
、

基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

※ 

②
③
が
不
明
な
場
合
は
①
の
み
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

■
国
保
を
や
め
る
場
合

　
就
職
な
ど
で
社
会
保
険
証
が
発
行

さ
れ
た
後
に
、
国
保
を
や
め
る
届
け

出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
が

遅
れ
る
と
国
保
税
と
保
険
料
が
二
重

に
課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
「
職
場
の
保
険
に
加
入
し

た
と
き
」
や
「
扶
養
に
入
っ
た
と

き
」
で
、
次
の
必
要
書
類
を
ご
持
参

の
上
、
国
保
年
金
係
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

①�

印
鑑
、
新
た
に
加
入
し
た
全
員
の

社
会
保
険
証
な
ど

②�

国
保
の
保
険
証
（
社
保
に
加
入
し

た
世
帯
員
分
）

③�

世
帯
主
お
よ
び
国
保
を
や
め
る
方

の
個
人
番
号
が
分
か
る
も
の

※ 

③
が
不
明
な
場
合
は
①
お
よ
び
②

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
留
意
事
項

　
各
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
ご
本
人

と
同
一
世
帯
の
方
で
も
可
能
で
す
。

　
ま
た
、
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
後
、

国
保
の
保
険
証
を
使
っ
て
医
療
機
関

を
受
診
す
る
と
、
町
が
負
担
し
た
医

療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
受
け
た
医
療

機
関
に
保
険
証
が
変
わ
っ
た
こ
と
を

伝
え
て
く
だ
さ
い
。

国保
国
民
健
康
保
険

保
険
が
変
わ
っ
た
場
合
は
手
続
き
を

　
退
職
な
ど
で
国
保
に
加
入
す
る
と
き
や
、
就
職
な
ど
で
社
会
保
険
（
国

民
健
康
保
険
組
合
含
む
）
に
加
入
し
て
国
保
を
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は

届
け
出
が
必
要
で
す
。
届
け
出
は
原
則
14
日
以
内
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
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■ 

補
助
額

　
人
間
ド
ッ
ク
（
特
定
健
康
診
査
の

内
容
を
含
む
も
の
）
の
検
査
費
用
額

の
70
％

※�

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
分
を
含
め
、

５
万
円
が
限
度
額
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
オ
プ
シ
ョ
ン
に
は
脳
ド
ッ

ク
を
含
み
ま
す
が
、
オ
プ
シ
ョ
ン

の
み
の
場
合
は
助
成
対
象
外
と
な

り
ま
す
。

■ 

利
用
条
件
（
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診

時
）

・�

国
民
健
康
保
険
に
加
入
後
、
６
カ

月
以
上
経
過
し
て
い
る
35
歳
以
上

の
方

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
方

・�

同
一
年
度
に
当
該
助
成
を
受
け
て

い
な
い
方

・�

納
期
限
の
到
来
し
て
い
る
保
険
税

や
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
世
帯

の
方

・�

令
和
３
年
度
実
施
予
定
の
町
の
健

診
を
受
診
し
て
い
な
い
方
、
ま
た

は
受
診
予
定
の
な
い
方

・�

短
期
人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
結
果
を

町
に
提
出
し
、
町
が
保
存
し
て
特

定
健
康
診
査
お
よ
び
特
定
保
健
指

導
に
利
用
す
る
こ
と
に
同
意
さ
れ

る
方

・���

町
が
保
存
す
る
短
期
人
間
ド
ッ
ク

の
検
査
結
果
を
社
会
保
険
診
療
報

酬
支
払
基
金
に
報
告
す
る
こ
と
に

同
意
さ
れ
る
方

■
利
用
方
法

　
人
間
ド
ッ
ク
予
約
後
、
受
診
日
ま

で
に
国
保
年
金
係
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※ 

人
間
ド
ッ
ク
受
診
後
の
申
請
に
つ

い
て
は
、
助
成
対
象
外
と
な
り
ま

す
。

■
必
要
な
も
の

　
保
険
証
、
印
鑑
、
人
間
ド
ッ
ク
の

予
約
内
容
が
分
か
る
書
類

■
そ
の
他

　
申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
国

保
年
金
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

く
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

健康
国
保
・
後
期
短
期
人
間
ド
ッ
ク
助
成
制
度

定
期
的
に
健
康
チ
ェ
ッ
ク

　
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
に
人
間

ド
ッ
ク
費
用
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
助
成
を
受
け
る
場
合
は
、
事
前
に
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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■
「
マ
ル
学
」
と
は

　
芝
山
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
の
方
が
、
大
学
や
高
校

な
ど
へ
通
学
す
る
た
め
に
芝
山
町
か

ら
離
れ
て
生
活
（
町
外
に
住
民
登

録
）
す
る
場
合
に
、
特
例
で
芝
山
町

か
ら
保
険
証
を
発
行
し
ま
す
。
マ
ル

学
は
、
学
校
や
施
設
な
ど
の
所
在
地

の
保
険
財
政
に
多
大
な
負
担
を
か
け

な
い
た
め
の
制
度
で
す
。

　
マ
ル
学
の
該
当
者
に
係
る
国
民
健

康
保
険
税
は
、
転
出
前
に
所
属
し
て

い
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
し
て
こ
れ

ま
で
ど
お
り
課
税
さ
れ
ま
す
。

※ 

芝
山
町
外
に
住
民
登
録
を
し
て
い

な
い
方
は
手
続
き
不
要
で
す
。

■
申
請
方
法

　
次
の
必
要
書
類
を
ご
持
参
の
上
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①�

窓
口
に
来
る
方
の
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の

②�

在
学
証
明
書
（
ま
た
は
学
生
証
の

表
裏
の
写
し
）

③�

世
帯
主
お
よ
び
対
象
者
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
確
認
書
類
（
不
明
な
場
合

省
略
可
能
）

※ 

マ
ル
学
は
修
学
年
度
ご
と
に
手
続

き
が
必
要
と
な
る
た
め
、
修
学
中

は
毎
年
４
月
に
必
ず
更
新
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

遠
隔
地
保
険
証（
マ
ル
学
）
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■
制
度
の
内
容

　
同
一
の
医
療
保
険
（
国
民
健
康
保

険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
・
職
場

の
健
康
保
険
な
ど
）
の
世
帯
内
で
、

毎
年
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
１

年
間
に
支
払
っ
た
医
療
費
と
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担
額
の
合
計

が
一
定
額
を
超
え
た
場
合
、
申
請
に

よ
り
そ
の
超
え
た
分
の
金
額
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

■
自
己
負
担
限
度
額

　
下
記
表
の
と
お
り

■
申
請
方
法

【
芝
山
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
】

　
支
給
対
象
と
な
る
世
帯
（
令
和
元

年
８
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
７
月
31

日
ま
で
の
間
に
、
ご
加
入
の
医
療
保

険
に
変
更
が
あ
っ
た
世
帯
を
除
く
）

に
対
し
て
、
申
請
関
係
書
類
を
郵
送

し
ま
す
。
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
国

保
年
金
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

（
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
な
ど

も
受
け
付
け
ま
す
）

【
そ
の
他
の
医
療
保
険
（
職
場
の
健

康
保
険
な
ど
）
の
加
入
者
】

　
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
窓
口

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、

事
前
に
福
祉
保
健
課
介
護
保
険
係

（
☎
77-
3
9
2
5
）
で
介
護
保
険

分
の
「
自
己
負
担
額
証
明
書
」
の
交

付
を
受
け
、
そ
こ
で
発
行
さ
れ
た
書

類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
な
ど

に
つ
い
て
も
、
加
入
し
て

い
る
医
療
保
険
の
窓
口
へ

お
願
い
し
ま
す
。

医療
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

世
帯
の
費
用
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　
「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
」
と
は
、
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
両
方
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
費
用
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の

制
度
で
す
。
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■70歳未満の自己負担限度額

■70歳以上の自己負担限度額（平成30年８月以降）

※「�高額療養費」および「高額介護サービス費」として
支給される分は除きます。

所　得　区　分 自己負担限度額
(医療保険＋介護保険)

ア 所得９０１万円超 ２１２万円
イ 所得600万円超901万円以下 １４１万円
ウ 所得210万円超600万円以下 ６７万円

エ 所得210万円以下
（住民税非課税世帯除く） ６０万円

オ 住民税非課税世帯 ３４万円

所得区分 自己負担限度額
(医療保険＋介護保険)

現役並み所得者Ⅲ ２１２万円

現役並み所得者Ⅱ １４１万円

現役並み所得者Ⅰ ６７万円

一　　　般 ５６万円

低所得者Ⅱ（区分Ⅰ） ３１万円

低所得者Ⅰ（区分Ⅱ） １９万円

17 2021. 4月号

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ


